
援助関係を作りにくい人への支援
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発達障害者の日常生活上の困難さの例
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精神保健福祉手帳用診断書

平成２３年４月１日から適用の精神保健福祉手帳申請用診断書に、発達障害に関する状態像の新規項目を追加し交付対象者であることを明確化

２ 日常生活能力の判定 （例示は、平成19～21年度厚生労働科学研究奥山班報告書から引用）

（１）適切な食事摂取 ・・偏食、食事量の問題など

（２）身辺の清潔保持、規則正しい生活 ・・片付けられない、行動の拒否など

（３）金銭管理と買い物 ・・計算の間違い、使い過ぎなど

（４）通院と服薬（要・不要） ・・採血の拒否、睡眠障害の影響など

（５）他人との意思伝達・対人関係 ・・一方的な会話、距離感がつかめず相手を怒らせてしまうなど

（６）身辺の安全保持・危機対応 ・・飛び出し、フリーズなど

（７）社会的手続きや公共施設の利用 ・・窓口で順番を待てない、名前を書く欄を間違える、人混みに入れず交通機関を利用出来ないなど

（８）趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 ・・興味関心が狭く友達がいない、ひきこもりなど

障害者総合支援法における 「障害支援区分」

平成２６年４月１日から施行の障害支援区分に、発達障害や知的障害に関する新規項目を追加し、特性を反映出来るように見直し

・健康／栄養管理 ・・「体調を良好な状態に保つために必要な健康面、栄養面の支援」を評価

・危機の認識 ・・「危険や異常を認識し、安全な行動を行えない場合の支援」を評価

・読み書き ・・「文章を読むこと、書くことに関する支援」を評価

・感覚過敏、感覚鈍磨 ・・「発達障害等に伴い感覚が過度に敏感、過度に鈍くなることの有無」を確認

・集団への不適応 ・・「集団に適応できないことの有無やその頻度」を確認

・多飲水、過飲水 ・・「『水中毒になる危険が生じるほどの多飲水、過飲水の有無やその頻度」を確認



事例紹介

• 事例 ⑦

• 事例 ⑧

• 事例 ⑨
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出 典 : 厚生労働科学研究 「青年期・成人期の発達障害に対する現状把握と効果的なネットワーク支援に
ついてのガイドライン作成に関する研究」（研究代表者:近藤直司」



インシデント・プロセス法による事例検討
＜手順・ルール＞

＜○メリット、●デメリット＞

○事例提出者は批判されず、たくさんの対応案を迅速に集めることができ、仲間に支えられる体験ができる。

○メンバーは、対応案を提供したことを感謝される機会

○参加者全体が、偉い人の話を聞かなければならないという雰囲気でなく、自分が当事者になっていろんな対応案が
出せる。

●洞察力がある専門家によるスーパーヴァイズを受けるものではないので、消化不良的なものが残ることがある。
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進行 スケジュール 内容 留意点

リーダー メンバーの選出 事例提供者１、司会１、書記１、
メンバー４～６、その他はギャラリー

事例提出者 事例の紹介 （5～10分） 具体的な場面＋事例の紹介 具体的に

メンバー 情報収集・支援の焦点化（10～15分） 自分ならどうするかという視点で質問 事例提供者の批判は×

対応案の発表（義務）（10~15分） 自分ならこうするという視点で紹介 突飛な対応案も可

ギャラリー 他の対応案の提供（任意）（5～10分） 自分ならこうするという視点で紹介 司会の指名ある場合のみ

事例提出者 対応案についてコメント（5～10分） 試してみたい対応案を選択し発表 メンバーへの感謝必須



アセスメントのためのフォーマット
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事例（インテイク）

情報／所見／観察
（見聞きしたこと、データなど）

情報収集（アセスメント）

理解／解釈／仮説
（分かったこと、推測したこと）

焦点化（アセスメント）

支援課題
（支援の必要なこと）

対応案（プランニング）

対応／方針
（やろうと思うこと）

生物学的なこと（疾患、体調など）

・本人に要求できることの限界は？

心理的なこと（不安、希望など）

・苦手／得意、好き／嫌いなどは？

社会的なこと（家族、学校など）

・周囲の支援力、本人の抵抗感は？

参 考 : 厚生労働科学研究 「青年期・成人期の発達障害に対する現状把握と
効果的なネットワーク支援についてのガイドライン作成に関する研究」（研究代表者:近藤直司」



（参考） ICF（国際生活機能分類）
○ＩＣＦ（International Classifications of Functioning, Disability and Health）とは、

・「全ての人の生活や障害の状態を表すことができる国際的な共通言語」としてWHOが承認。（2001年）

・全体は1424項目で構成。

○特徴

・援助のゴールを「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の変化・維持で考えることができる。

○実用性

・地域や分野に限定されずに活用できる。（例 電子カルテ、ケース記録、行政（保健情報）、国際統計）

・使いやすい工夫をすることが許可されている。（例 必要な項目のみ抜き出して使用することも可能）

健康状態

心身状態・身体構造 活動 参加

環境因子 個人因子

図 ICFの構成要素間の相互作用








































































